
安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

令和８年３月２７日 

 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

 

安城市条例第５号 

 

安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４１年条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

別表議長の項中「５７８，０００円」を「６００，０００円」に改め、同表副議

長の項中「５３５，０００円」を「５５５，０００円」に改め、同表議員の項中「

４８２，０００円」を「５００，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


